
【模式図（参考資料）】 

コーポレート・ガバナンス体制 

 

 

【適時開示体制の概要（模式図）】 

決定事実、発生事実に係る社内体制について 
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開示該非判定／情報収集／適時開示文書案作成

適時開示検討委員会

適時開示

委員長(情報取扱責任者) ：開示所管執行役員
事務局長(情報取扱副責任者)：開示部長
構成員: 財務部所管執行役員、財務部長、法務部所管執行役員、法務部長

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部所管執行役員、ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長、
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部IR担当グループ長、経営戦略部所管執行役員、
経営戦略部長
[委員長及び事務局長の判断に基づく構成員追加または削減有]

各部門、及び関係会社情報取扱責任者

決定事実・発生事実・決算情報

有報等開示委員会
委員長(情報取扱責任者) ：開示部所管執行役員
事務局長(情報取扱副責任者)：開示部長
構成員: 財務部所管執行役員、財務部長、法務部所管執行役員、法務部長

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部所管執行役員、経営戦略部所管執行役員、
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長、ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部IR担当グループ長、
経営戦略部長、ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ推進部所管執行役員、ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ推進部長
[委員長及び事務局長の判断に基づく構成員追加または削減有]

決算短信・半期報告書・有価証券報告書等

社長執行役員

報告

通知

取締役会での承認決議を要する会社情報の場合


